
規 則

�愛媛県規則第１号
栄養士法施行細則及び調理師法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

栄養士法施行細則及び調理師法施行細則の一部を改正する規則

（栄養士法施行細則の一部改正）

第１条 栄養士法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第６７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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（調理師法施行細則の一部改正）

第２条 調理師法施行細則（昭和３４年愛媛県規則第５４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第２条関係）

省略

（ふりがな）

（通称名）

省略

１・２ 省略

３ 旧姓併記を希望しません。（希望するときは、旧姓）

省略

注 省略

様式第２号（第３条関係）

省略

１ 変更事項

旧

本籍地都道府県名（国籍）

�
�
��
�
��新

旧

氏 名

�
�
��
�
��新

旧

通称名

�
�
��
�
��新

２ 省略

３ 登録番号

４ 旧姓併記の希望の有無 有・無

（有の場合は、旧姓）

５ 省略

注 省略

様式第４号（第５条関係）

省略

１・２ 省略

３ 登録番号

注 省略

様式第５号（第６条関係）

省略

１ 栄養士

本籍地都道府県名（国籍）

省略

２ 返納理由

�・� 省略

３ 登録番号

注 省略

様式第１号（第２条関係）

省略

（ふりがな）

省略

１・２ 省略

省略

注 省略

様式第２号（第３条関係）

省略

１ 変更事項

旧

本籍地都道府県名

�
�
��
�
��新

旧

氏 名

�
�
��
�
��新

２ 省略

３ 栄養士免許証番号

４ 省略

注 省略

様式第４号（第５条関係）

省略

１・２ 省略

３ 免許証番号

注 省略

様式第５号（第６条関係）

省略

１ 栄養士

本籍地都道府県名

省略

２ 返納理由

�・� 省略

� 免許番号

注 省略

改 正 後 改 正 前

（受験手続）

第１条 調理師法（昭和３３年法律第１４７号。以下「法」という。）

第３条の２第１項に規定する調理 師 試 験（以 下「試 験」と い

う。）を受けようとする者は、調理師試験受験願書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

�～� 省略

（調理師免許証の書換え交付の申請）

（受験手続）

第１条 調理師法（昭和３３年法律第１４７号。以下「法」という。）

第３条第２号 に 規 定 す る 調 理 師 試 験（以 下「試 験」と い

う。）を受けようとする者は、調理師試験受験願書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

�～� 省略

（調理師免許証の書換交付 の申請）

愛 媛 県 報令和３年１月８日 第１７０号
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第５条 政令第１３条第１項の規定による調理師免許証の書換え交付

の申請は、調理師免許証書換え交付申請書（様式第６号）による

ものとする。

様式第２号（第１条関係） 調理業務従事証明書

第５条 政令第１３条第１項の規定による調理師免許証の書換交付

の申請は、調理師免許証書換交付申請書 （様式第６号）による

ものとする。

様式第２号（第１条関係） 調理業務従事証明書

省略 省略

施

設

区

分

種 類

（該当のところに○印を付

けること。）

許可・開設年月日、許可番

号等

施

設

の

種

類

種 類

（該当のところに○印を付

けること。）

許可番号、許可、開設年月

日

（飲食店等の営業許可施

設）

１ 飲食店営業（喫茶店営

業を除く。）

２ 魚介類販売業

３ そうざい製造業

４ 複合型そうざい製造業

（許可・開設年月日）

年 月 日

（許可（届出）保健所）

（許可（届出）番号）

第 号

（飲食店関係営業

）

１ 飲食店営業

２ 魚介類販売業

３ そうざい製造業

（許可年月日）

年 月 日

（許可保健所名 ）

許可番号 第 号

（給食施設）

１日 回 １日平均 食

１ 寄宿舎 ２ 学 校

３ 病 院

４ その他（ ）

（廃業年月日（廃業施設の

場合に記載すること。））

年 月 日

（給食施設）

（１日 回 食）

１ 寄宿舎 ２ 学 校

３ 病 院

４ その他（ ）

（開設年月日）

年 月 日

調理業務（飲料調

製、食肉処理、製

菓・製パン、あん

類製造、水産製品

製造及び製麺に係

る業務を除く。）

の内容

（該当のところ全

てに○印を付ける

こと。）

省略 調理業務

の内容

（該当のところ全

てに○印を付ける

こと。）

省略

上記の施設で調理

の業務に従事した

期間

年 月 日から
合計 年 か月

年 月 日まで
（除算期間 年

か月）

上記の施設で調理

の業務に従事した

期間

年 月 日から
計 年 月

年 月 日まで

勤務日数及び時間 日／週 時間／日

勤務日数及び時間 日／週 時間／日

廃業年月日 年 月 日

省略 省略

注 省略

様式第３号（第２条関係） 合格証書

省略

調理師法（昭和３３年法律第１４７号）第３条の２第１項 の調理

師試験に合格したことを証する。

省略

様式第６号（第５条関係） 調理師免許証書換え交付申請書

調理師免許証書換え交付申請書

省略
ふり がな

氏 名

次

の事項を変更しましたので、書換え交付を申請します。

１ 書換え事項
�
��
��

旧

新

注 省略

様式第３号（第２条関係） 合格証書

省略

調理師法（昭和３３年法律第１４７号）第３条第１項第２号の調理

師試験に合格したことを証する。

省略

様式第６号（第５条関係） 調理師免許証書換交付申請書

調理師免許証書換交付申請書

省略

氏 名

年 月 日提出の調理師名簿訂正申請書のとおり次

の事項を変更しましたので、書換交付 を申請します。

１ 書換事項

愛 媛 県 報令和３年１月８日 第１７０号
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告 示

��������������

�愛媛県告示第１号
愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例（昭和６０年愛媛県条例第１３号）

第１５条の２第１項の規定により、次のとおり浄化槽管理士の資質の

向上のための研修を指定した。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 研修の名称

愛媛県浄化槽管理士研修

２ 主催者

松山市�町２番３１号
公益社団法人愛媛県浄化槽協会

３ 研修の開催日及び場所

�������
�愛媛県告示第２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条中調理師法施行細則様式第２号の改正規定は、令和３年６月１日から施行する。

２ この規則施行の際現に提出されている第１条の規定による改正前の栄養士法施行細則様式第１号、様式第２号及び様式第４号の規定並

びに第２条の規定による改正前の調理師法施行細則様式第６号の規定による申請書は、第１条の規定による改正後の栄養士法施行細則様

式第１号、様式第２号及び様式第４号の規定並びに第２条の規定による改正後の調理師法施行細則様式第６号の規定による申請書とみな

す。

�愛媛県告示第４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

２ 省略 ２ 省略

開 催 日 場 所

令和３年３月１１日（木） 松山市湊町七丁目５番地
松山市総合コミュニティセンター

令和３年３月１２日（金） 同上

上 田 小 児 科 ・ 外 科 宇和島市広小路１番２６号 令和２年１０月１日

そ よ か ぜ 薬 局
新居浜市中萩町１番地３７
生活協同組合コープえひ
め コープ中萩内

令和２年１０月２０日

いずみ内科循環器クリニッ
ク

東温市志津川南一丁目１
－２ 令和２年１１月１日

し つ か わ 薬 局 東温市志津川南一丁目１
－１４ 令和２年１１月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

越 智 歯 科 医 院 今治市南大門町一丁目６
番地２３ 令和２年１月１日

上 田 小 児 科 ・ 外 科 宇和島市広小路１番２６号 令和２年９月３０日

朝 日 医 院 南宇和郡愛南町城辺甲１９
３０番地 令和２年１０月２９日

面 河 歯 科 診 療 所 上浮穴郡�万高原町渋草
２４７４番地 令和２年１０月３１日

洙 田 皮 膚 科 医 院 新居浜市一宮町二丁目３
番４８号 令和２年１０月３１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

越 智 歯 科 医 院 今治市南大門町一丁目６
番地２３ 令和２年１月１日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

一般社団法人在宅看護センタ
ー四国

四国中央市土居町上野甲１１９７
－１

日本財団在宅看護センターし
こく

四国中央市三島中央五丁目１３
－２ユーズフラット地上１階
テナント１号室

令和２年１０月１日

愛 媛 県 報令和３年１月８日 第１７０号
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�愛媛県告示第５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の名称が次のように変更された。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の名称が次のように変更された。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅介護支援事業

を次のように廃止した旨の届出があった。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

特定非営利活動法人ひので 西条市神拝乙３５番地５ 小規模多機能型居宅介護事業
所ひので 西条市神拝乙３５番地５ 令和２年１０月２０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社西日本ファーマシー 香川県高松市宮脇町一丁目５
番１７号

（変更後）
アイン薬局大町店

西条市大町７０３番地３ 令和２年１０月１日
（変更前）
真成堂セリ薬局

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社西日本ファーマシー 香川県高松市宮脇町一丁目５
番１７号

（変更後）
アイン薬局大町店

西条市大町７０３番地３ 令和２年１０月１日
（変更前）
真成堂セリ薬局

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

越 智 斉 今治市南大門町一丁目６－２３ 越智歯科医院 今治市南大門町一丁目６－２３ 令和２年１月１日
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�愛媛県告示第１１号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に規定す

る令和元年度の事業計画を、令和２年１２月２４日次のとおり定めた。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３号
令和２年１２月１０日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

越智今治農業協
同組合 愛媛県今治市 愛媛県今治市上浦町

盛３９４８番ほか１２３筆 ７３，２７５

農事組合法人
加茂ファーム 愛媛県西予市 愛媛県西予市宇和町

加茂１１番ほか２０７筆 ２１１，２７３

農事組合法人
瀬戸 愛媛県西予市 愛媛県西予市宇和町

岡山５４１番ほか１２７筆 １０９，９０１

２ 認可年月日

令和２年１２月２５日

�������
�愛媛県告示第１４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項の規定に基づき、

令和２年１２月２５日、今治松山地域森林計画を立てた。

今治松山地域森林計画に係る地域森林計画書及び森林計画図は、

東予地方局産業経済部今治支局森林林業課及び中予地方局産業経済

部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

令和２年１２月２５日、南予地域森林計画を変更した。

南予地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図は、

南予地方局産業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

令和２年１２月２５日、肱川地域森林計画を変更した。

肱川地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図は、

南予地方局産業経済部八幡浜支局森林林業課において公衆の縦覧に

�愛媛県告示第１０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社みやび 今治市登畑甲１９５番地８ 居宅介護支援みやび 今治市登畑甲１９５番地８ 平成２７年４月３０日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

越 智 斉 今治市南大門町一丁目６－２３ 越智歯科医院 今治市南大門町一丁目６－２３ 令和２年１月１日

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

渡辺病院 松山市空港通７丁目１３番
３号

医療法人ミネル
ワ会

令和６年
１月３日
まで

調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

下畑地の第９ 令和２年３月３１日まで 地籍調査

高串の第３ 〃 〃

高串の第４ 〃 〃

宇 和 島 市
下畑地の第１０ 〃 〃

高串の第５ 〃 〃

高串の第６ 〃 〃

下畑地の第１１ 令和３年３月３１日まで 地籍調査

増穂の一部 〃 〃
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供する。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

令和２年１２月２５日、中予山岳地域森林計画を変更した。

中予山岳地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画

図は、中予地方局産業経済部�万高原森林林業課において公衆の縦
覧に供する。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

令和２年１２月２５日、東予地域森林計画を変更した。

東予地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図は、

東予地方局産業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２０号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県四国中央保健所

及び四国中央市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供す

る。

令和３年１月８日

愛媛県四国中央保健所長 早 田 亮

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

大王製紙株式会社

四国中央市三島紙屋町２番６０号

代表取締役社長 佐光 正義

２ 事業場の名称及び所在地

大王製紙株式会社川之江工場

四国中央市妻鳥町２０１番地

３ 特定施設に関する事項

� 抄紙施設（新設）

４ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１工場排水口

�愛媛県告示第１９号
次のとおり落札者を決定した。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

可搬型モニタリングポスト
６組

愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和２年１２月１８日
四国通商株式会社
香川県高松市丸の内４
番４号

３１，７９０，０００円 一般競争入札 令和２年１１月６日

特 定 施 設 の 種 類 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第２３号チ 抄紙施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１５０トン

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 －

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．０

最大 ４．０～６．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００

最大 １７０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３５

最大 ５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １８，２９５

最大 １９，４５９．５

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５～７．５

最大 ５．８～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４６．８

最大 ８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５５

最大 ７５
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�愛媛県告示第２１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市泊土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨

の届出があった。

令和３年１月８日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

就 任

退 任

�愛媛県告示第２２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第１８条第１７項の規定により、道前道後土地改良区連合から次のと

おり役員が就任し、及び退任した旨の届出があった。

令和３年１月８日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

就 任

退 任

�愛媛県告示第２３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和３年１月８日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０．０

最大 ２０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．００

最大 ２．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３５，０００

最大 ３７，３３０

備考 このほかに、雨水排水口が１１箇所ある。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 小 池 真 悟 松山市泊町９７１

〃 門 屋 明 人 松山市泊町７５８

〃 小 池 洋 司 松山市泊町８２２

〃 石 丸 國 雄 松山市泊町４９７

〃 小 池 裕 治 松山市新浜町１１０９－６

〃 田 村 智 靖 松山市泊町１１９９－２

〃 喜 井 足 道 松山市桑原５丁目９－３８

監 事 中 川 保 松山市泊町５１３

〃 早 瀬 正 行 松山市泊町９６１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 小 池 真 悟 松山市泊町９７１

〃 門 屋 明 人 松山市泊町７５８

〃 小 池 洋 司 松山市泊町８２２

〃 石 丸 國 雄 松山市泊町４９７

〃 小 池 裕 治 松山市新浜町１１０９－６

監 事 中 川 保 松山市泊町５１３

〃 早 瀬 正 行 松山市泊町９６１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 石 勝 也 伊予郡松前町大字南黒田６０６番地

〃 玉 井 敏 � 西条市丹原町高松甲１３５１番地１

〃 橋 本 � 市 西条市小松町大頭甲２５４番地１

〃 近 藤 信 利 西条市丹原町高知４５５番地

〃 日和佐 直 西条市大野２６６番地１

〃 梅 岡 伸一郎 松山市上市二丁目４番２７号

〃 松 岡 武 司 松山市余戸南六丁目４番２１号

〃 池 川 和 裕 東温市見奈良３３６番地１

〃 木 村 博 伊予郡松前町大字北川原８９０番地２

〃 城 石 好 博 伊予市下三谷１５６１番地１

監 事 福 嶋 正 志 伊予郡松前町大字永田３０５番地

〃 村 上 繁 敏 西条市楠甲４５３番地２

〃 仙 波 正 彦 松山市北�米町４４１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 石 勝 也 伊予郡松前町大字南黒田６０６番地

〃 玉 井 敏 � 西条市丹原町高松甲１３５１番地１

〃 横 江 政 雄 西条市周布１５５３番地

〃 近 藤 信 利 西条市丹原町高知４５５番地

〃 日和佐 直 西条市大野２６６番地１

〃 梅 岡 伸一郎 松山市上市二丁目４番２７号

〃 松 岡 武 司 松山市余戸南六丁目４番２１号

〃 池 川 和 裕 東温市見奈良３３６番地１

〃 木 村 博 伊予郡松前町大字北川原８９０番地２

〃 城 石 好 博 伊予市下三谷１５６１番地１

監 事 渡 部 金一郎 西条市丹原町志川甲１０２７番地

〃 仙 波 正 彦 松山市北�米町４４１番地

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２中局建（開）第３６号

令和２年１２月２５日
伊予郡砥部町三角４５番５

伊予郡松前町大字筒井３４６番地１

グレイスソシアＫ Ｃ２０１

谷 田 直 和
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

庁内ＬＡＮ無線化に係るネットワーク機器設置等業務の委託

� 委託業務名及び数量

入札説明書及び仕様書による。

� 委託業務の内容等

仕様書による。

� 委託期間

契約締結の日から令和３年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

仕様書による。

� 入札方法

ア この入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負等編）

に基づき、所定の手続により紙入札を承諾した場合を除き、

入札書の提出、開札等の行為を電子入札システムにより行う。

なお、電子入札システムの利用者登録を行っていない入札

参加資格者が応札する場合は、紙入札により行うものとする。

イ 入札金額は、当該委託業務に要する総額を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度から令和４年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められ、か

つ、「特定調達参加希望」の登録をしている業者で、次の事項に

該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� ＩＳＯ２７００１の認証を取得している者であること。

� 運用開始までに適正かつ確実に庁内ＬＡＮの無線化に必要な

機器等を調達できる体制が整備されていることを証明した者で

あること。

� 庁内ＬＡＮの無線化に係る導入体制及び保守を含めたサポー

ト体制が整備されていることを証明したものであること。

� ４�アに掲げる日から落札者の決定の日までの間に、知事が
行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県企画振興部政策企画局情報システム課行政情報グルー

プ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２８９

� 入札書の受領期限

ア 電子入札による場合は、令和３年２月１７日（水）から同月

１９日（金）午前９時５９分までに提出すること。

イ 紙入札による場合は、令和３年２月１７日（水）から同月１９

日（金）午前９時５９分までに�に掲げる場所に持参又は郵送
等（書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるもの

に限る。以下同じ。）により提出すること。

ウ 郵送等により入札書を提出する場合は、令和３年２月１７日

（水）から同月１９日（金）午前９時５９分までに、�に掲げる
場所に必着のこと。

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和３年２月１９日（金）午前１０時

愛媛県庁本館１階 企画振興部政策企画局情報システム課シ

ステム設計室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、仕様適合確認審査

申請書（以下「審査申請書」という。）を知事に提出し、入札

参加資格の確認を受けること。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 審査申請書の受領期限

� 電子入札による場合は、令和３年２月４日（木）午後５

�愛媛県告示第２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和３年１月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊延東多田線
西予市宇和町東多田８９番地先から

同町東多田３７４番２まで
令和３年１月８日

愛 媛 県 報令和３年１月８日 第１７０号
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選挙管理委員会告示

公営企業公告

時までに提出すること。

� 紙入札による場合は、令和３年２月４日（木）午後５時

までに３�に掲げる場所へ持参又は郵送等により提出する
こと。

イ 郵送等による審査申請書の取扱い

郵送等により審査申請書を提出する場合は、令和３年２月

４日（木）午後５時までに、３�に掲げる場所に必着のこと。
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入し、かつ、委託業務を履行でき

ると知事が判断した入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条

の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価

格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered： The

service to install wireless access points and control devices

on the Ehime Prefecture’s Local Area Network，１ set

� Time limit of tender：９：５９ a．m．，１９ February２０２１

� For further information，please contact： Administrative

Computerization Group，Information System Division，Policy

and Planning Subdepartment，Planning and Development

Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２

Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

Tel０８９―９１２―２２８９

�愛媛県選挙管理委員会告示第１号
漁業法等の一部を改正する等の法律（平成３０年法律第９５号）附則

第１５条第２項の規定によりなお従前の例により在任するものとされ

た海区漁業調整委員会の委員の解職の請求の要件となるべき選挙権

を有する者の数は、次のとおりである。

令和３年１月８日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 選挙権を有する者の総数 ９，０６７

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数 ３，０２３

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和３年１月８日

愛媛県立中央病院長 菅 政 治

１ 入札に付する事項

� 件名

感染性廃棄物処理業務委託（処分）

� 委託業務名及び予定数量

感染性廃棄物処分業務：約４，８００，０００リットル

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書等による。

� 委託期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

松山市及び近隣市町にある処理施設に限る。

� 入札方法

入札金額は、１リットル当たりの単価を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パ－セントに相当する額を加算した金額をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度から令和４年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度の業務の実績を有し、委託業務について、

適切かつ迅速に履行し得る体制が整備されていることを証明し

た者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 電子マニフェスト（ＪＷＮＥＴ）を導入していること。（導

入予定含む）

� 「特定調達参加希望」の登録をしている業者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県立中央病院事務局総務医事課会計係

〒７９０―００２４

愛媛県松山市春日町８３番地

電話 （０８９）９４７―１１１１ 内線 ６５２３

� 入札書の受領期限

令和３年２月２５日（木）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

ア 交付期間

令和３年１月８日（金）から２月１日（月）までの執務時

間中（月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前８時

３０分から午後５時１５分までをいう。）

イ 交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和３年２月２５日（木）午後１時３０分

愛媛県立中央病院 管理棟４階会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

愛 媛 県 報令和３年１月８日 第１７０号
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� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示し

た業務を履行できることを証明する書類を、令和３年２月１

日（月）までの執務時間中に３�に掲げる場所に提出しなけ
ればならない。

なお、愛媛県立中央病院長から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

イ 入札書は、封入して、受領期限までに提出しなければなら

ない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を履行できると愛媛県立中央病院長が

判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条に

おいて例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定に

基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：Disposal

of Infectious Waste for Ehime Prefectural Central Hospital，

approximately４，８００，０００ liters

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，２５ February２０２１

� For further information，please contact： Accounting

Section，General and Medical Affairs Division，Secretariat，

Ehime Prefectural Central Hospital，８３ Kasugamachi，

Matsuyama，Ehime７９０―００２４ Japan

TEL０８９―９４７―１１１１ Ext６５２３

令和３年１月８日 発行
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